
119

国境を跨ぐ個人の移動と所得課税　序説

国
境
を
跨
ぐ
個
人
の
移
動
と
所
得
課
税　

序
説 

―
―
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
動
向
を
中
心
に
―
―宮 　

本 　

十 　

至 　

子

1　

は
じ
め
に

2　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

3　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
越
境
労
働
者
（Frontier w

orker

）
と
課
税

（　

Ｅ
Ｕ
の
動
向
と
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
課
題

5　

お
わ
り
に1　

は
じ
め
に

　

デ
ジ
タ
ル
化
に
よ
る
経
済
構
造
の
変
化
は
、
企
業
だ
け
で
は
な
く
個
人
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、

各
国
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
移
動
や
海
外
渡
航
を
制
限
さ
れ
て
き
た
た
め
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
な
ど
働
き
方
を
変
え
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
。
コ
ロ
ナ
後
に
お
い
て
も
、
人
手
不
足
へ
の
対
応
、
デ
ジ
タ
ル
人
材
の
確
保
の
観
点
か
ら
在
宅
勤
務
が
続
き
、
リ
モ
ー
ト
ワ

ー
ク
は
、
恒
常
化
し
つ
つ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
国
内
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
境
を
跨
い
で
行
わ
れ
る
越
境
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リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
の
例）

1
（

や
Ｉ
Ｔ
を
駆
使
し
て
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
を
し
な
が
ら
遊
牧
民
の
よ
う
に
世
界
中
を
旅
し
て
働
く
デ
ジ
タ
ル

ノ
マ
ド
と
い
わ
れ
る
人
々
な
ど
場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
働
き
方
と
し
て
話
題
に
な
っ
て
い
る）

2
（

。

　

総
務
省
『
令
和
（
年
度
版
情
報
通
信
白
書
』
に
よ
れ
ば）

3
（

、
他
の
諸
国
に
比
べ
て
、
我
が
国
の
デ
ジ
タ
ル
化
や
テ
レ
ワ
ー
ク
の
割
合

は
必
ず
し
も
大
き
く
な
い
が
、
今
後
は
増
加
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
制
度
の
整
備
が
重
要
に
な
る
。
国
境
を
跨
ぐ

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
は
、
日
本
本
社
と
の
雇
用
契
約
外
の
自
宅
、
ホ
ー
ム
オ
フ
ィ
ス
、
日
本
本
社
の
従
業
員
が
配
偶
者
の
帯
同
に
よ

り
海
外
に
在
住
し
な
が
ら
日
本
本
社
の
仕
事
を
す
る
ケ
ー
ス
、
海
外
に
居
住
す
る
外
国
籍
者
と
日
本
本
社
が
直
接
雇
用
契
約
を
締
結

し
、
海
外
か
ら
日
本
本
社
に
対
し
て
役
務
提
供
す
る
ケ
ー
ス
な
ど
が
あ
り
、
査
証
、
ワ
ー
ク
パ
ー
ミ
ッ
ト
の
可
否
、
社
会
保
障
、
課

税
面
の
課
題
が
あ
る）

（
（

。

　

本
稿
で
は
、
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
給
与
所
得
の
課
税
問
題
に
焦
点
を
あ
て
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
、
Ｅ
Ｕ
の
動
向
を
中
心
に

課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

2　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ

（
1
）
租
税
条
約
に
よ
る
課
税
権
配
分
原
則

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
は
、
第
一
五
条
（
給
与
所
得
）、
第
一
六
条
（
役
員
報
酬
）、
第
一
七
条
（
芸
能
人
及
び
運
動
家
）、
第
一

八
条
（
退
職
年
金
）、
第
一
九
条
（
政
府
職
員
）
で
人
的
役
務
の
提
供
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
課
税
権
の
配
分
に
つ
い
て
定
め
て
い
る

が
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
概
念
を
明
示
的
に
は
扱
っ
て
い
な
い
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
一
項
に
よ
れ
ば
、
給
与
所
得

の
課
税
権
は
、
専
ら
従
業
員
の
居
住
地
国
に
あ
り
、
そ
の
居
住
地
の
決
定
が
重
要
に
な
る
が
、
原
則
と
し
て
、
勤
務
が
他
方
締
約
国

で
行
わ
れ
た
場
合
は
当
該
国
で
の
課
税
権
も
認
め
ら
れ
て
い
る
（
役
務
提
供
地
課
税
））

（
）（
5
（

。
た
だ
し
、
国
際
運
輸
の
従
事
者
、
役
員
報
酬
、
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退
職
年
金
、
政
府
職
員
に
つ
い
て
は
、
例
外
的
な
扱
い
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
一
項
と
同
様
の
規
定
は
、

二
〇
二
一
年
の
国
連
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
一
項
や
二
〇
一
六
年
米
国
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
四
条
一
項
に
も
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
課
税
権
配
分
原
則
に
よ
る
と
、
人
的
役
務
提
供
地
国
と
居
住
地
国
間
の
国
際
的
な
二
重
課
税
が
発
生
し
、
そ
の
調
整
に
は
煩
雑

な
納
税
手
続
き
を
要
す
る
た
め
、
円
滑
な
人
的
交
流
の
阻
害
要
因
に
な
る
可
能
性
が
あ
る）

（
（

。

　

そ
の
た
め
、
一
五
条
二
項
に
お
い
て
、
次
の
（
ａ
）
～
（
ｃ
）
の
要
件
を
充
足
す
る
短
期
滞
在
者
に
対
し
て
は
、
人
的
役
務
の
提

供
地
で
あ
る
源
泉
地
国
課
税
免
除
が
定
め
ら
れ
て
い
る）

8
（

。

　
（
ａ
）
滞
在
期
間
が
そ
の
年
を
通
じ
て
一
八
三
日
を
こ
え
な
い
こ
と
（
一
八
三
日
基
準
）

　
（
ｂ
）
報
酬
を
支
払
う
雇
用
者
は
勤
務
が
行
わ
れ
た
締
約
国
の
居
住
者
で
は
な
い
こ
と

　
（
ｃ
）
給
与
等
の
報
酬
が
役
務
提
供
地
に
あ
る
支
店
そ
の
他
の
恒
久
的
施
設
に
よ
っ
て
負
担
（
課
税
所
得
の
計
算
上
損
金
に
算
入
）

さ
れ
な
い
こ
と

　

こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
源
泉
地
国
は
、
他
方
の
締
約
国
の
居
住
者
が
そ
の
領
域
内
で
勤
務
を
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

得
た
給
与
所
得
の
課
税
権
が
制
約
さ
れ
る
。
当
該
規
定
は
、
租
税
条
約
の
他
の
条
項
に
該
当
し
な
い
限
り
、
勤
務
の
過
程
に
お
い
て

役
務
を
提
供
す
る
あ
ら
ゆ
る
個
人
を
対
象
と
す
る
も
の
で
、
一
八
三
日
の
算
定
は
、「
当
該
課
税
年
度
に
お
い
て
も
」
超
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
し
た
旧
モ
デ
ル
租
税
条
約
と
は
異
な
り
、
条
約
締
約
国
間
で
課
税
年
度
が
一
致
し
な
い
場
合
の
租
税
回
避
の
機
会
を

排
除
す
る
た
め
に
、「
当
該
課
税
年
度
に
お
い
て
開
始
し
、
又
は
終
了
す
る
い
ず
れ
の
一
二
箇
月
の
期
間
に
お
い
て
も
」
超
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る）

9
（

。

　

国
際
課
税
に
お
け
る
確
立
さ
れ
た
見
解
で
は
、
雇
用
に
関
す
る
短
期
間
の
活
動
（
一
時
的
な
性
質
の
も
の
）
は
、
従
業
員
の
居
住

地
国
で
の
み
課
税
対
象
と
す
べ
き
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
八
三
日
基
準
は
、
源
泉
地
国
課
税
を
正
当
化
す
る
恒
久
的
な
存
在
と
一

時
的
な
存
在
を
区
別
す
る
役
割
を
果
た
す）

（1
（

と
す
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
の
給
与
所
得
の
課
税
規
定
は
、
同
五
条
の
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恒
久
的
施
設
の
定
義）

（（
（

と
近
い
感
覚
が
あ
り
、
源
泉
地
国
に
お
け
る
従
業
員
の
物
理
的
な
存
在
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
に
対
す
る

デ
ジ
タ
ル
社
会
で
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
て
い
る）

（1
（

。
短
期
滞
在
者
に
対
す
る
例
外
規
定
は
、
源
泉
地
国
の
税
収
減
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
り
、
従
業
員
、
雇
用
者
、
課
税
当
局
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
コ
ス
ト
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
見
出
す
こ
と
も
重
要
で
あ
る）

（1
（

。

（
2
）
コ
ロ
ナ
禍
に
お
け
る
特
別
措
置

　

二
国
間
の
課
税
権
配
分
原
則
は
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
在
宅
勤
務
な
ど
の
勤
務
形
態
の
激
変
に
際
し
て
、
大
き
な
問
題
に
直
面
し
た）

（1
（

。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
以
下
、「
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
」）
の
影
響
は
甚
大
で
あ
り
、
世
界
経
済
に
前
例
の
な
い
混
乱
を
も
た
ら

し
た
。
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
期
間
中
、
多
く
の
企
業
が
業
務
の
縮
小
に
直
面
し
、
オ
フ
ィ
ス
や
そ
の
他
の
事
業
所
の
閉
鎖
を
、
そ
れ
以
外

の
企
業
は
業
務
の
遂
行
方
法
の
変
更
（
在
宅
勤
務
な
ど
）
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
多
く
の
国
で
は
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
結
果
、
渡
航

制
限
や
厳
し
い
検
疫
要
件
の
実
施
な
ど
、
個
人
の
移
動
に
影
響
を
与
え
る
前
例
の
な
い
公
衆
衛
生
措
置
を
と
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
政

府
に
よ
る
前
例
の
な
い
制
限
は
、
企
業
や
労
働
者
に
と
っ
て
、
課
税
上
の
影
響
を
及
ぼ
す
可
能
性
が
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ

Ｄ
―

19
に
よ
る
制
限
期
間
中
に
従
業
員
が
ど
こ
に
い
る
か
に
よ
っ
て
、
従
業
員
の
所
得
に
対
す
る
新
た
な
課
税
権
が
他
の
国
で
生
じ

る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
新
た
な
課
税
権
は
、
既
存
の
課
税
権
に
取
っ
て
代
わ
り
、
源
泉
徴
収
さ
れ
た
税
額
の
一
部
を
還
付
請

求
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
特
別
な
状
況
下
に
お
い
て
、
二
〇
二
〇
年
四
月
三
日
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
国
境
を
跨
ぐ
労
働
者
や
個
人
が
居
住
地
以

外
の
国
に
足
止
め
さ
れ
た
場
合
の
租
税
条
約
条
項
の
適
用
に
関
す
る
指
針
の
更
新
版
を
公
表
し
た）

（1
（

。
当
該
指
針
は
、
租
税
条
約
の
規

定
の
解
釈
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
事
務
局
の
見
解
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
各
国
の
一
般
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、

各
国
が
、
個
人
と
雇
用
者
の
課
税
状
況
に
関
す
る
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
の
影
響
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
か
を
示
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
当
該
指
針
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
の
期
間
中
の
公
衆
衛
生
措
置
が
有
効
で
あ
る
場
合
の
例
外
的
な
も
の
で
、
二
重
課
税
の
事
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例
を
回
避
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
二
重
非
課
税
を
作
り
出
す
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
指
針
の
中
で
、
主
に
、
個
人
課
税
に
関
連
す
る
二
つ
の
解
釈
上
の
問
題
を
提
起
し
た）

（1
（

。
第
一
は
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル

租
税
条
約
四
条
に
よ
る
居
住
地
の
決
定
へ
の
潜
在
的
な
影
響
、
第
二
は
、
同
一
五
条
に
よ
る
課
税
権
の
配
分
へ
の
影
響
で
あ
る
。
特

に
、
一
五
条
の
適
用
上
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
二
つ
の
状
況
を
提
示
す
る
。
第
一
の
状
況
は
、
従
業
員
が
就
労
不
能
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
従
業
員
に
給
与
を
支
払
い
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
た
め
に
会
社
に
支
払
わ
れ
る
政
府
補
助
金
へ
の
適
用
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
場
合
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
、
雇
用
が
行
わ
れ
て
い
た
場
所
に
、
当
該
所
得
は
帰
属
す
べ
き
で
あ
る
と
勧
告
し
た）

（1
（

。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
か
ら
提
起
さ
れ
た
一
五
条
の
解
釈
に
関
連
す
る
第
二
の
状
況
は
、
渡
航
制
限
に
よ
る
滞
在
基
準
日
数
の
超
過
へ
の
対
応

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
人
が
あ
る
国
に
足
止
め
さ
れ
た
た
め
に
、
一
五
条
二
項
で
定
め
る
一
八
三
日
基
準
の
閾
値
に
違
反
す
る
状
況

に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
当
該
指
針
は
、
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ
―

19
規
制
が
な
け
れ
ば
閾
値
に
違
反
し
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
い
う
前
提
で
、
閾
値
に
違
反
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に
各
国
が
行
動
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
さ
ら
に
、
越
境
労
働
者

（Frontier w
orker

）
に
対
す
る
二
国
間
条
約
の
特
別
規
定
に
つ
い
て
の
配
慮
に
も
触
れ
る
。

　

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
一
般
的
な
立
場
と
指
針
に
よ
る
勧
告
は
、
従
業
員
の
就
労
形
態
が
変
化
し
て
い
な
い
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
前
提

に
し
た
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
国
は
、
こ
の
勧
告
に
従
い
、
就
労
形
態
が
変
化
し
て
も
税
の
配
分
は
変
化
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
前

提
に
、
越
境
労
働
者
に
関
連
す
る
指
針
や
暫
定
規
則
を
発
行
し
た
の
で
あ
る）

（1
（

。

3　

Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
越
境
労
働
者
（Frontier w

orker

）
と
課
税

　

国
境
を
接
す
る
特
定
の
地
域
に
お
い
て
、
あ
る
加
盟
国
の
居
住
者
が
国
境
を
跨
い
で
他
の
加
盟
国
の
会
社
に
勤
務
す
る
越
境
労
働

者
が
み
ら
れ
、
Ｅ
Ｕ
で
は
そ
の
課
税
問
題
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ
れ
て
き
た）

11
（

。
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
直
接
税
分
野
に
お
け
る
国
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内
税
法
は
、
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
が
求
め
る
基
本
的
自
由
移
動
に
整
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
加
盟
国
国
内
税
法
が
他
の

加
盟
国
の
労
働
者
を
差
別
的
に
扱
う
こ
と
は
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
五
条
の
労
働
者
の
自
由
移
動
に
抵
触
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
労
働
者

の
自
由
移
動
は
、
Ｅ
Ｕ
域
内
を
自
由
に
移
動
し
、
雇
用
に
つ
く
た
め
に
、
い
ず
れ
か
の
加
盟
国
内
に
滞
在
、
居
住
す
る
権
利
を
保
障

す
る
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
労
働
者
の
自
由
移
動
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
の
み
に
対
す
る
保
障
で
あ
り
、
加
盟
国
の
国
籍

を
有
す
る
労
働
者
が
対
象
と
な
る）

1（
（

。
Ｅ
Ｕ
機
能
条
約
四
五
条
二
項
は
、
労
働
者
間
の
国
籍
に
基
づ
く
差
別
を
禁
じ
て
お
り
、
無
差
別

原
則
に
よ
っ
て
国
籍
に
基
づ
い
た
差
別
が
撤
廃
さ
れ
る
。

　

人
の
自
由
移
動
に
関
す
る
規
則1（12/（8

で
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
労
働
者
に
つ
い
て
、
社
会
保
障
や
税
法
上
、
国
内
労
働
者
と
同

様
な
待
遇
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
七
条
））

11
（

。
社
会
保
障
に
つ
い
て
は
、
規
則1（08/（1

が
制
定
さ
れ
て
き
た）

11
（

と

こ
ろ
、
居
住
者
と
非
居
住
者
間
の
税
法
上
の
取
扱
い
の
相
違
は
、
域
内
の
労
働
者
の
自
由
移
動
に
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
。

と
り
わ
け
、
越
境
労
働
者
の
課
税
が
問
題
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
不
利
益
を
救
済
す
る
た
め
に
、
共
同
体
域
内
に
お
け
る
労
働
者
の

自
由
移
動
に
か
か
わ
る
所
得
税
規
定
の
調
和
に
関
す
る
指
令
の
提
案）

11
（

が
あ
っ
た
が
、
撤
回
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
欧
州
委
員
会
は
、
二
重
課

税
の
防
止
と
い
う
視
点
か
ら
、「
非
居
住
者
の
課
税
に
関
す
る
一
九
九
三
年
一
二
月
二
一
日
の
勧
告
」）

11
（

を
公
表
し
た
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
Ｅ
Ｕ
域
内
の
各
国
の
所
得
税
法
が
多
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
直
接
税
分
野
の
調
和
は
困
難
で
あ
る
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
判

決
を
通
じ
て
少
し
ず
つ
前
進
し
て
き
た）

11
（

。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
労
働
者
の
自
由
移
動
に
か
か
わ
る
い
く
つ
か
の
事
件
を
扱
っ
て
お

り
、
以
下
で
は
、Schum

acker

原
則
に
至
る
ま
で
の
三
つ
の
判
決
を
確
認
す
る
。

（
1
）Biehl

　

欧
州
司
法
裁
判
所
で
労
働
者
に
対
す
る
課
税
と
Ｅ
Ｕ
法
と
の
整
合
性
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
最
初
の
事
件
はBiehl

事
件
で
あ
る）

11
（

。

Biehl

事
件
は
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
に
居
住
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
企
業
で
一
〇
年
間
雇
用
さ
れ
て
い
た
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
す
る
者
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（Biehl

）
が
、
ド
イ
ツ
に
住
所
を
移
転
し
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
企
業
が
源
泉
徴
収
し
た
税
の
還
付
を
申
請
し
た
と
こ
ろ
、
ル
ク
セ
ン

ブ
ル
ク
の
非
居
住
者
に
は
源
泉
税
を
還
付
し
な
い
こ
と
を
定
め
た
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
税
法
に
基
づ
き
、
そ
の
申
請
が
却
下
さ
れ
た
こ

と
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
該
税
法
が
労
働
者
の
自
由
移
動
に
抵
触
す
る
か
否
か
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
当
該
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

税
法
の
Ｅ
Ｕ
法
と
の
整
合
性
を
審
査
し
た
。
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
の
当
該
規
定
は
、
直
接
に
は
国
籍
を
考
慮
に
い
れ
た
も
の
で
は
な
か

っ
た
が
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
国
籍
に
よ
る
明
白
な
差
別
を
禁
ず
る
だ
け
で
な
く
、
事
実
上
同
様
の
結
果
を
も
た
ら
す
隠
れ
た
差

別
的
取
り
扱
い
も
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
と
し
て
、
当
該
規
定
を
条
約
違
反
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

（
2
）Bachm

ann

　

そ
の
後
のBachm

ann

事
件
で
は
、
ド
イ
ツ
国
籍
を
有
し
ベ
ル
ギ
ー
で
勤
務
す
るBachm

ann

が
、
ド
イ
ツ
の
保
険
会
社
と
締

結
し
た
保
険
契
約
に
係
る
保
険
料
の
所
得
控
除
の
可
否
が
争
わ
れ
た）

11
（

。
ベ
ル
ギ
ー
所
得
税
法
五
四
条
は
、
ベ
ル
ギ
ー
の
保
険
会
社
か
、

ベ
ル
ギ
ー
で
登
録
さ
れ
た
外
国
保
険
会
社
の
支
店
に
支
払
っ
た
生
命
保
険
契
約
等
の
保
険
料
に
限
り
、
所
得
控
除
が
認
め
ら
れ
て
お

り
、
外
国
保
険
会
社
に
直
接
支
払
わ
れ
た
場
合
に
は
控
除
が
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
当
該
ベ
ル
ギ
ー
税
法
で
は
、
所
得
控
除
が

で
き
な
い
場
合
は
、
保
険
契
約
の
満
期
時
に
支
払
わ
れ
る
保
険
金
か
ら
支
払
保
険
料
を
差
し
引
く
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
の
時
点
で

ド
イ
ツ
に
戻
る
可
能
性
が
あ
るBachm

ann

に
と
っ
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
当
該
ベ
ル
ギ
ー
所
得

税
法
の
規
定
が
、
ロ
ー
マ
条
約
四
八
条
の
労
働
者
の
自
由
移
動
及
び
五
九
条
の
役
務
提
供
の
自
由
移
動
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
に
つ

い
て
先
決
判
決
を
求
め
た
の
がBachm

ann

事
件
で
あ
る
。
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
消
費
者
保
護
、
税
務
調
査
委
の
実
効
性
、
国

内
税
制
の
首
尾
一
貫
性
（coherence

）
を
維
持
す
る
必
要
性
と
い
っ
た
三
つ
の
点
か
ら
審
査
し
、
当
該
ベ
ル
ギ
ー
税
法
が
基
本
的

自
由
を
制
限
す
る
も
の
と
認
め
た
も
の
の
、
納
税
者
が
後
日
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
保
険
金
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ギ
ー
が
適
正
に
課
税

で
き
る
か
ど
う
か
定
か
で
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
控
除
を
認
め
れ
ば
、
税
制
の
首
尾
一
貫
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
制
限
を
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正
当
化
し
た
。

（
3
）Schum

acker

　

Schum
acker

事
件
は
、
妻
（
専
業
主
婦
）
及
び
子
供
と
共
に
ベ
ル
ギ
ー
居
住
者
で
越
境
労
働
者
で
あ
るSchum

acker

に
対
す

る
ド
イ
ツ
所
得
税
法
の
二
分
二
乗
方
式
の
適
用
の
可
否
が
争
わ
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。Schum
acker

は
、
当
初
ベ
ル
ギ
ー
で
勤
務
し

て
い
た
が
、
一
九
八
八
年
以
降
は
ド
イ
ツ
で
勤
務
す
る
越
境
労
働
者
で
、
家
族
で
唯
一
の
収
入
を
稼
得
し
て
い
た
。
ド
イ
ツ
所
得
税

法
一
条
四
項
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
に
恒
久
的
住
居
又
は
常
用
の
居
所
を
有
し
な
い
自
然
人
は
、
ド
イ
ツ
の
国
内
源
泉
所
得
の
み
課
税

さ
れ
、
ド
イ
ツ
国
内
源
泉
所
得
で
あ
る
給
与
所
得
は
雇
用
者
が
源
泉
徴
収
の
対
象
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
居
住
者
で
あ
れ
ば
、
二
分

二
乗
方
式
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
、Schum

acker

は
非
居
住
者
で
あ
っ
た
た
め
、
ド
イ
ツ
所
得
税
法
に
従
い
、
制
限
納
税
義
務
者

と
し
て
、
独
身
者
と
同
様
、
そ
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、Schum

acker

は
、
ド
イ
ツ
租
税
通
則
法
一

六
三
条
の
衡
平
原
則
に
基
づ
き
、
二
分
二
乗
方
式
の
適
用
を
請
求
し
た
が
、
税
務
署
は
そ
れ
を
却
下
し
た
た
め
、
当
該
取
扱
い
が
Ｅ

Ｅ
Ｃ
条
約
四
八
条
の
労
働
者
の
自
由
移
動
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
の
先
決
判
決
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、Biehl

判
決
と
同
様
に
、
非
居
住
者
に
対
し
て
課
税
上
の
便
益
を
認
め
な
い
国
内
税
法
は
、
他
の

加
盟
国
の
国
民
に
と
っ
て
不
利
益
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
非
居
住
者
は
た
い
て
い
の
場
合
、
外
国
人
の
た
め
、
間
接
的
差
別
に
該
当

す
る
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
（para.28

）。
し
か
し
な
が
ら
、
欧
州
司
法
裁
判
所
は
、
二
つ
の
理
由
を
あ
げ
、
直
接
税
に
関
し
、
原

則
と
し
て
、
居
住
者
と
非
居
住
者
の
状
況
は
比
較
可
能
で
は
な
い
と
す
る
（para.31

）。
第
一
に
、
非
居
住
者
が
あ
る
加
盟
国
の
領

域
内
で
受
け
取
る
所
得
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
総
所
得
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
所
得
は
居
住
地
国
に
集
中
し
て
お
り
、
非
居
住

者
の
担
税
力
は
、
居
住
地
国
で
評
価
す
る
方
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
も
、
原
則
と
し
て
居
住

地
国
課
税
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（para.32
）。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
加
盟
国
が
、
居
住
者
に
付
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与
す
る
特
定
の
租
税
便
益
を
非
居
住
者
に
付
与
し
な
い
と
い
う
事
実
は
、
居
住
者
と
非
居
住
者
は
、
同
様
の
状
況
に
な
い
た
め
、
原

則
と
し
て
、
差
別
で
は
な
い
と
判
断
す
る
（paras.3（, 35.

）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
居
住
者
と
非
居
住
者
の
状
況
が
比
較
可
能
で
は
な
い
と
い
う
仮
定
は
、
す
べ
て
の
個
別
事
例
に
お
い
て
妥
当
す

る
と
は
限
ら
な
い
。
当
該
事
件
で
は
、
非
居
住
者
が
居
住
地
国
に
お
い
て
大
部
分
の
所
得
を
稼
得
せ
ず
、
雇
用
地
国
で
行
わ
れ
る
活

動
か
ら
課
税
所
得
の
大
部
分
を
得
て
い
る
よ
う
な
場
合
、
居
住
地
国
は
、
個
人
的
お
よ
び
家
族
的
事
情
を
考
慮
し
た
結
果
認
め
ら
れ

る
便
益
を
認
め
る
立
場
に
な
い
ケ
ー
ス
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
（para.3（

）。
こ
の
よ
う
な
非
居
住
者
と
、
同
等
の
雇
用
に
従
事
す

る
居
住
者
と
の
間
に
は
、
納
税
者
の
個
人
的
お
よ
び
家
族
的
事
情
の
課
税
上
の
考
慮
に
関
し
て
、
異
な
る
取
り
扱
い
を
正
当
化
す
る

よ
う
な
客
観
的
な
違
い
は
な
い
（para.3（

）。
し
た
が
っ
て
、Schum

acker

を
ド
イ
ツ
の
居
住
者
よ
り
も
課
税
上
不
利
に
扱
う
こ

と
は
Ｅ
Ｕ
法
に
抵
触
す
る
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

（
4
）Schum

acker

原
則
の
確
立

　

当
該
判
決
に
お
い
て
、
居
住
者
と
非
居
住
者
に
異
な
る
課
税
上
の
取
扱
い
を
認
め
る
と
い
う
国
際
租
税
法
の
確
立
し
た
原
則
を
前

提
に
す
る
と
と
も
に
、「
事
実
上
の
課
税
上
の
居
住
者
」
と
い
う
概
念
が
導
き
出
さ
れ
た
。
そ
れ
は
、
①
す
べ
て
の
（
ま
た
は
ほ
ぼ
す

べ
て
の
）
所
得
を
源
泉
地
国
か
ら
得
て
い
る
非
居
住
者
で
あ
る
こ
と
、
②
そ
の
者
の
居
住
地
国
が
そ
の
者
の
個
人
的
事
情
を
考
慮
で

き
な
い
こ
と
、
と
い
う
二
要
件
を
前
提
と
し
た
、
い
わ
ゆ
るSchum

acker

原
則
で
あ
り
、
非
居
住
者
が
こ
の
二
要
件
を
充
足
す

る
場
合
に
は
、
源
泉
地
国
は
当
該
非
居
住
者
に
国
内
税
法
上
の
租
税
便
益
を
付
与
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
る）

1（
（

。
法
務
官
に
よ
れ

ば
、Schum

acker

原
則
が
適
用
さ
れ
る
の
は
、
勤
務
地
国
と
居
住
地
国
間
で
管
轄
権
の
「
負
の
抵
触
」
が
存
在
し
、
租
税
条
約
に

基
づ
き
い
ず
れ
の
国
も
個
人
の
事
情
を
考
慮
し
な
い
場
合
の
み
で
あ
る）

11
（

。
そ
の
結
果
、Schum

acker

判
決
の
根
拠
は
、
納
税
者
が

個
人
的
控
除
を
二
重
に
利
用
す
る
こ
と
を
防
止
す
る
と
い
う
当
該
判
決
の
目
的
の
よ
う
に
濫
用
防
止
の
性
格
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か



128

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

で
あ
る
。

　
Schum

acker

原
則
に
は
、
賛
否
両
論
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
のBiehl

判
決
やBachm

ann

判
決
で
は
、
非
居
住
者
と
居
住
者
の

違
い
に
よ
る
差
別
は
認
め
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、Schum

acker

判
決
は
そ
れ
と
は
異
な
る
判
断
を
下
し
て
い
る
。
国
際
租
税
法

の
原
則
を
尊
重
し
、
こ
れ
ま
で
の
判
決
を
是
正
し
た
点
を
評
価
す
る
立
場
に
対
し
て
、
裁
判
所
の
論
理
の
矛
盾
と
誤
っ
た
前
提
を
指

摘
す
る
見
解
が
あ
る
。
特
に
、
あ
る
国
で
ど
れ
だ
け
の
所
得
を
得
て
い
る
か
は
、
居
住
地
国
を
決
定
す
る
目
的
に
は
法
的
な
関
連
性

が
な
く
、
第
二
の
論
点
は
、
居
住
地
国
の
方
が
納
税
者
の
個
人
的
な
支
払
い
能
力
を
評
価
す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
当
該
判
決
に
お
い
て
一
九
七
七
年
の
相
互
共
助
に
関
す
る
指
令）

11
（

に
言
及
し
、
そ
こ
で
は
「
国
家
レ
ベ
ル
の
税
務
当
局
間
で
存
在

す
る
も
の
と
同
等
の
情
報
入
手
方
法
を
規
定
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
非
居
住
者
の
個
人
的
お
よ
び
家
族
的
な
状
況
を
考
慮
し
た

上
で
、
勤
務
地
国
で
課
税
を
行
う
こ
と
に
対
す
る
行
政
上
の
障
害
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
矛
盾
が
あ
る
。

　

他
の
加
盟
国
に
お
い
て
す
べ
て
の
所
得
を
得
て
お
ら
ず
、
複
数
の
加
盟
国
か
ら
所
得
を
得
て
い
る
場
合
は
救
済
の
対
象
外
で
あ
り
、

居
住
者
よ
り
不
利
な
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
。
居
住
地
国
以
外
の
国
に
お
け
る
所
得
の
割
合
が
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
、
基
準

を
満
た
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。

　

当
該
判
決
で
導
き
出
さ
れ
たSchum

acker
原
則
を
受
け
、
ド
イ
ツ
は
所
得
税
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
な
っ
た）

11
（

。
法
律
制
定
過

程
に
お
い
て
、
い
わ
ゆ
る
越
境
労
働
者
法
（Grenzpendlergesetz, BGBl. I 199（ S. 1395

）
で
は
、
一
方
の
配
偶
者
が
外
国
で
生
活

す
る
夫
婦
の
二
分
二
乗
方
式
の
適
用
を
排
除
し
て
い
た
が
、
所
得
税
法
で
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
だ
け
で
な
く
、
Ｅ
Ｅ
Ａ
（
欧
州
経
済
圏
）

の
居
住
者
で
あ
る
す
べ
て
の
配
偶
者
に
ま
で
対
象
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
適
用
に
は
申
請
と
九
〇
％
基
準
の
充
足
を
求
め
る
。

Schum
acker

判
決
か
ら
は
、
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
差
別
的
で
な
い
か
は
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ら
の
要
件
自
体
は
Ｅ
Ｕ

法
へ
の
準
拠
と
い
う
点
で
は
意
味
を
な
す
も
の
で
は
な
い）

11
（

。
一
九
九
六
年
税
制
改
正
（JStG 199（ v. 11.10.95 （BGBl I 95, 1250

））

で
、
ド
イ
ツ
所
得
税
法
一
条
三
項
は
、
申
請
に
よ
り
暦
年
に
お
け
る
ド
イ
ツ
で
の
所
得
が
少
な
く
と
も
九
〇
％
以
上
等
、
一
定
の
要
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件
を
充
足
す
る
場
合
に
は
、
無
制
限
納
税
者
と
し
て
扱
い
（
み
な
し
無
制
限
納
税
義
務
者
、fiktive unbeschränkte Steuerpflicht

）、

Schum
acker

判
決
で
導
き
出
さ
れ
た
要
求
を
お
お
む
ね
満
た
す
も
の
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。

（　

Ｅ
Ｕ
の
動
向
と
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
課
題

　

欧
州
で
は
、
単
一
市
場
に
お
け
る
移
動
の
自
由
確
保
を
志
向
す
る
制
度
的
前
提
を
背
景
に
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
人
材
を
め
ぐ
る

激
し
い
租
税
競
争
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
コ
ロ
ナ
禍
を
契
機
と
す
る
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
増
加
は
そ
れ
に
拍
車
を
か
け

う
る）

11
（

。
企
業
は
、
高
額
な
オ
フ
ィ
ス
を
持
た
ず
、
リ
モ
ー
ト
化
す
る
こ
と
で
グ
ロ
ー
バ
ル
な
人
材
に
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で
き
、
大
幅

に
低
い
コ
ス
ト
で
同
等
の
生
産
性
と
価
値
創
造
を
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
る）

11
（

。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
蔓
延
は
、
世
界
的
に
リ
モ

ー
ト
ワ
ー
ク
を
増
加
さ
せ
、
こ
れ
に
よ
り
、
労
働
を
め
ぐ
る
租
税
競
争
は
新
た
な
局
面
に
突
入
す
る
可
能
性
が
あ
る）

11
（

。

　

Ｅ
Ｕ
で
は
、
二
〇
〇
八
年
の
Ｅ
Ｕ
全
体
の
在
宅
勤
務
の
割
合
は
八
％
未
満
で
あ
っ
た
の
が
、
二
〇
一
九
年
に
は
一
一
％
と
な
り
、

パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
下
の
急
増
を
経
て
、
二
〇
二
一
年
に
は
二
二
％
に
上
昇
し
、
Ｅ
Ｕ
全
体
で
四
一
七
〇
万
人
が
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
従

事
し
、
二
〇
一
九
年
以
降
、
そ
の
増
加
傾
向
は
続
い
て
い
る）

11
（

。
と
り
わ
け
、
ベ
ネ
ル
ク
ス
、
ド
イ
ツ
国
境
、
エ
ー
レ
ス
ン
ド
地
域

（Ö
resund region

）
と
い
っ
た
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
特
定
の
国
境
地
域
に
お
い
て
は
、
コ
ロ
ナ
前
か
ら
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ

ー
ク
が
広
く
実
施
さ
れ
て
き
た
。
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
普
及
は
、
労
働
の
物
理
的
所
在
地
国
と
雇
用
主
や
労
務
提
供
先
の
所
在

地
国
（
労
働
の
需
要
地
国
）
が
二
か
国
以
上
に
ま
た
が
る
場
面
の
増
加
が
見
込
ま
れ
、
従
業
員
が
実
際
に
会
社
で
勤
務
す
る
場
合
と

比
較
し
て
、
従
業
員
の
雇
用
所
得
に
対
す
る
課
税
権
が
変
更
さ
れ
る
可
能
性
を
伴
い
、
関
係
国
間
の
課
税
権
配
分
の
問
題
を
生
じ
さ

せ
る）

1（
（

。
こ
の
よ
う
な
新
た
な
就
労
形
態
は
、
税
制
だ
け
で
な
く
、
社
会
保
障
の
観
点
か
ら
も
課
題
と
な
る）

11
（

。
こ
の
問
題
は
、
欧
州
議

会
や
欧
州
経
済
社
会
評
議
会
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
注
目
さ
れ）

11
（

、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
条
件
の
整
備
が
ビ
ジ
ネ
ス
を
支
援
す
る
こ
と
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に
繫
が
る
こ
と
か
ら
、
国
際
商
工
会
議
所
な
ど
の
経
済
界
か
ら
も
、
関
連
の
政
策
や
指
針
の
策
定
が
勧
告
さ
れ
て
い
る）

11
（

。

　

既
述
の
よ
う
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
で
は
、
給
与
所
得
に
つ
き
、
源
泉
地
国
と
居
住
地
国
の
課
税
権
配
分
ル
ー

ル
を
定
め
る
。
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
て
在
宅
勤
務
が
行
わ
れ
る
場
合
に
、
従
業
員
の
給
与
所
得
は
、
源
泉
地
国
と
居
住
地

国
に
プ
ロ
ラ
タ
基
準
で
按
分
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
が
あ
る
。
雇
用
地
国
と
居
住
地
国
の
両
加
盟
国

に
よ
っ
て
所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
場
合
に
、
当
該
所
得
に
対
す
る
課
税
権
の
配
分
を
巡
る
紛
争
の
リ
ス
ク
が
高
ま
り
、
最
終
的

に
は
事
実
上
の
二
重
課
税
と
い
う
結
果
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
上
の
二
重
課
税
は
、
紛
争
解
決
指
令）

11
（

に
基
づ
い
て

調
整
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
長
期
間
を
要
し
、
コ
ス
ト
が
必
要
に
な
る
。
さ
ら
に
、
従
業
員
は
給
与
所
得
を
二
つ
の
加
盟

国
で
申
告
す
る
た
め
の
追
加
的
な
遵
守
義
務
が
生
じ
、
両
国
間
の
費
用
配
分
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
両
国
間
で
課
税
対
象
と
な

る
こ
と
で
、
特
定
の
控
除
や
税
法
上
の
優
遇
措
置
を
受
け
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、Schum

acker

判
決
に
対
す
る

批
判
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
活
動
を
行
う
国
で
全
世
界
所
得
の
九
〇
％
以
上
を
稼
得
し
な
い
場
合
は
、Schum

acker

原
則
の
適
用

対
象
外
と
な
る
。
居
住
地
国
が
二
重
課
税
排
除
方
法
と
し
て
、
免
除
方
式
で
は
な
く
税
額
控
除
方
式
を
採
用
し
て
い
る
場
合
は
、
さ

ら
に
複
雑
な
状
況
と
な
り
、
活
動
国
の
所
得
税
は
居
住
地
国
の
課
税
所
得
に
算
入
さ
れ
、
追
加
的
な
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
コ
ス
ト
が

生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
多
く
の
課
題
解
決
の
た
め
に
、
欧
州
委
員
会
は
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
伴
う
課
税
問
題
に
着
手
し
始
め
た）

11
（

。

　

Ｅ
Ｕ
は
す
で
に
越
境
労
働
者
の
給
与
所
得
の
課
税
権
配
分
に
つ
き
判
例
法
を
含
め
、
有
用
な
経
験
を
有
す
る
。
越
境
労
働
者
に
対

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
が
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
も
適
用
可
能
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
加
盟
国
は
、
加
盟
国
間
の
給
与
所
得
の
課
税
権
の
配
分
に
つ
き
、
他
方
の
加
盟
国
に
お
け
る
通
常
の
活
動
場
所
か
ら

の
一
定
日
数
の
不
在
は
、
課
税
権
の
配
分
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
い
う
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
の
例
外
を
定
め
た
二
国
間

租
税
条
約
を
締
結
し
て
き
た
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
租
税
条
約
で
は
、
年
間
一
九
日
ま
で
を
デ
ミ
ニ
マ
ス
制
限
と

し
て
き
た
が
、
二
〇
二
三
年
七
月
署
名
の
議
定
書
に
よ
っ
て
、
三
四
日
に
改
訂
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
フ
ラ
ン
ス
・
ス
イ
ス
租
税
条
約
で
は
、
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勤
務
の
四
〇
％
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
対
し
て
、
当
該
デ
ミ
ニ
マ
ス
制
限
の
上
限
を
引
き
上
げ
る
要
求
が

上
が
っ
て
い
る）

11
（

。

　

先
述
の
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
地
域
で
は
、
越
境
労
働
者
が
多
く
、
こ
れ
ま
で
も
越
境
通
勤
者
特
別
規
定
（Specific Cross-Border-

Com
m

uter Provisions

）
が
定
め
ら
れ
て
き
た
。
勤
務
地
と
居
住
地
が
二
つ
の
加
盟
国
の
国
境
地
帯
に
あ
る
場
合
に
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ

デ
ル
租
税
条
約
と
は
異
な
り
、
越
境
労
働
者
の
給
与
所
得
は
、
居
住
地
国
課
税
と
な
る
。
例
え
ば
、
ド
イ
ツ
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
租
税

条
約
で
は
、
最
長
四
五
日
の
不
帰
還
が
あ
り
、
国
境
地
帯
に
居
住
し
、
就
労
（
在
宅
勤
務
含
む
）
す
る
場
合
に
居
住
地
国
で
の
み
課

税
さ
れ
る）

11
（

。
そ
う
す
る
と
、
雇
用
地
国
の
税
収
に
影
響
す
る
た
め
、
適
切
な
補
償
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
課
税
上
の
影
響
に
対
処
す
る
た
め
の
可
能
な
解
決
策
と
し
て
は
、
既
存
の
越
境
労
働
者
の
経
験
を
活
か
す
の

が
合
理
的
で
あ
る
。
欧
州
委
員
会
で
は
、
①
デ
ミ
ニ
マ
ス
制
限
の
設
定
、
②
単
一
の
加
盟
国
へ
の
課
税
権
の
帰
属
と
越
境
労
働
者
と

越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ）

11
（

の
構
築）

1（
（

、
③
不
均
衡
に
対
処
す
る
た
め
の
補
償
制
度
の
利
用
が
あ
が

っ
て
い
る）

11
（

。

　

二
国
間
で
の
所
得
配
分
原
則
に
よ
れ
ば
、
従
業
員
自
身
に
よ
る
申
告
が
重
要
に
な
る
が
、
従
業
員
の
居
住
地
国
に
と
っ
て
外
国
に

所
在
す
る
雇
用
主
か
ら
の
支
払
を
正
確
に
捕
捉
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
国
家
間
の
協
力
が
な
い
限
り
、
税
務
執

行
に
困
難
が
生
じ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
よ
り
広
範
な
構
想
は
、
一
つ
の
加
盟
国
に
課
税
権
を
排
他
的
に
帰
属
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
り
フ

ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ワ
ー
カ
ー
と
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
を
導
入
す
る
方
法
で
あ
る
。
納
税
者
は

一
度
の
税
務
申
告
書
を
提
出
す
る
だ
け
で
、
一
つ
の
税
務
当
局
に
申
告
し
、
納
税
す
る
だ
け
で
す
む
。
こ
の
②
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、

納
税
者
、
雇
用
者
及
び
関
係
税
務
当
局
に
と
っ
て
も
、
事
務
負
担
を
軽
減
し
、
国
境
を
越
え
た
税
務
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
促
進
す

る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
他
方
の
加
盟
国
は
税
収
減
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
課
税
権
を
配
分
す
る
代
わ
り
に
、
各
加
盟
国
は
税

収
を
配
分
す
る
補
償
制
度
が
必
要
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
長
短
を
精
査
し
、
源
泉
地
国
、
居
住
地
国
で
の
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
解
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決
策
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
補
償
制
度
に
つ
い
て
は
、
越
境
労
働
者
に
対
す
る
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
租
税
条
約
一
三
ａ

条
、
ド
イ
ツ
・
ス
イ
ス
二
国
間
租
税
条
約
一
五
Ａ
条
の
例
な
ど
が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う）

11
（

。

5　

お
わ
り
に

　

コ
ロ
ナ
禍
の
経
験
か
ら
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
は
、
国
境
を
跨
ぐ
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
の
給
与
所
得
の
課
税
権
配
分
問
題

を
引
き
起
こ
す
。
Ｅ
Ｕ
で
は
、
越
境
労
働
者
の
課
税
問
題
に
つ
き
、
欧
州
司
法
裁
判
所
判
決
に
よ
るSchum

acker

原
則
が
確
立

さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
と
い
わ
れ
る
国
境
周
辺
の
地
域
特
有
の
問
題
で
あ
り
、
国
内
法
、
租
税
条
約
に
よ
り
一

定
の
要
件
の
下
、
非
居
住
者
を
居
住
者
と
課
税
上
、
同
等
に
扱
う
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
Ｅ
Ｕ
法
と
の
整
合
性
を
と
っ
て
き
た
。
ま

た
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
二
項
の
短
期
滞
在
者
免
税
規
定
と
は
異
な
り
、
越
境
労
働
者
が
多
い
ホ
ッ
ト
ス
ポ
ッ
ト
ゾ

ー
ン
を
中
心
に
一
定
要
件
の
も
と
、
居
住
地
国
の
み
の
課
税
を
認
め
る
二
国
間
租
税
条
約
を
締
結
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
二
重
課
税

の
排
除
と
従
業
員
、
雇
用
者
、
課
税
当
局
の
事
務
負
担
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
雇
用
地
国
の
税
収
減
を
伴
う
も

の
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
補
償
す
る
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。

　

越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
に
よ
り
、
こ
れ
ま
で
確
立
さ
れ
て
き
た
越
境
労
働
者
に
対
す
るSchum

acker

原
則
が
越
境
リ

モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
も
適
用
可
能
か
ど
う
か
が
欧
州
委
員
会
を
中
心
に
検
討
さ
れ
、
二
国
間
条
約
に
よ
る
課
税
権
振
り
分
け
規
定
の
デ

ミ
ニ
マ
ス
制
限
の
緩
和
、
単
一
の
加
盟
国
へ
の
課
税
権
の
帰
属
と
越
境
労
働
者
と
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
に
対
す
る
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
シ
ョ
ッ
プ
の
構
築
、
均
衡
に
対
処
す
る
た
め
の
補
償
制
度
が
解
決
策
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
。

　

地
理
的
な
制
約
が
あ
る
我
が
国
で
は
、
越
境
労
働
者
の
課
税
問
題
は
一
般
的
で
は
な
い
が
、
す
で
に
デ
ジ
タ
ル
ノ
マ
ド
ビ
ザ
が
導

入
さ
れ
て
お
り
、
将
来
的
に
は
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
課
税
問
題
が
生
ず
る
可
能
性
は
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
に
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
制
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度
や
補
償
制
度
の
構
築
は
難
し
い
が
、
二
国
間
租
税
条
約
に
よ
る
振
り
分
け
規
定
は
参
考
に
な
る
。
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
の
給

与
所
得
の
課
税
権
の
配
分
を
検
討
す
る
う
え
で
、
二
重
課
税
を
排
除
し
つ
つ
、
従
業
員
、
雇
用
者
、
課
税
当
局
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
コ
ス
ト
と
源
泉
地
国
の
税
収
減
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る）

11
（

。
さ
ら
に
、
本
稿
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
が
、
リ
モ

ー
ト
ワ
ー
ク
が
さ
ら
に
拡
大
す
れ
ば
、
地
方
税
の
課
税
権
の
配
分
を
考
え
る
う
え
で
Ｅ
Ｕ
の
議
論
は
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
1
）　

川
井
久
美
子
「
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
カ
ー
に
関
す
る
税
務
上
の
留
意
点
」
経
理
情
報
一
六
七
四
号
五
八
頁
（
二
〇
二
三
）。

（
2
）　

青
木
一
生
「
デ
ジ
タ
ル
ノ
マ
ド
：
ノ
マ
ド
ワ
ー
カ
ー
の
課
税
上
の
検
討
プ
ロ
セ
ス
と
留
意
点
」
税
務
弘
報
七
二
巻
九
号
四
五
頁
（
二

〇
二
四
）。
我
が
国
で
は
、
令
和
六
年
四
月
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
日
本
版
デ
ジ
タ
ル
ノ
マ
ド
ビ
ザ
が
導
入
さ
れ
、
外
国
法
人
等
の
雇
用
契
約

に
基
づ
い
て
日
本
で
Ｉ
Ｔ
を
用
い
て
当
該
法
人
の
業
務
に
従
事
で
き
る
環
境
が
整
備
さ
れ
た
。
今
後
は
、
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
の
増
加

が
期
待
さ
れ
る
。

（
3
）　

総
務
省
『
令
和
（
年
度
版　

情
報
通
信
白
書
』
一
八
一
、
一
八
六
頁
（
二
〇
二
四
）。
総
務
省
に
よ
れ
ば
、
テ
レ
ワ
ー
ク
と
は
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
を
利
用
し
、
時
間
や
場
所
を
有
効
に
活
用
で
き
る
柔
軟
な
働
き
方
と
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」

と
「
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
」
を
明
確
に
使
い
分
け
て
い
な
い
。

（
（
）　

川
井
・
前
掲
注（
1
）五
九
頁
。

（
5
）　

例
え
ば
、
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
に
つ
い
て
は
、Giorgio Beretta, “W

ork on the M
ove”: Rethinking 

T
axation of Labour Incom

e under T
ax T

reaties, International T
ax Studies, V

ol.5 N
o.2, at 10, 2022.

（
（
）　

小
松
芳
明
『
租
税
条
約
の
研
究
［
新
版
］』
九
二
頁
（
有
斐
閣
・
一
九
八
二
）。
川
田
剛
・
徳
永
匡
子
共
著
『
2 

0 

1 

（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ

デ
ル
租
税
条
約
コ
メ
ン
タ
リ
ー
逐
条
解
説
［
第
（
版
］』
四
一
一
頁
（
税
務
研
究
会
出
版
局
・
二
〇
一
八
）。

（
（
）　

小
松
・
前
掲
注（
（
）九
四
頁
、
川
田
・
徳
永
・
前
掲
注（
（
）四
一
九
頁
、
矢
内
一
好
「
租
税
条
約
の
理
論
と
実
際
〈
8
〉
給
与
所
得

の
短
期
滞
在
者
免
税
の
適
用
」
国
際
税
務
四
〇
巻
一
一
号
八
四
頁
（
二
〇
二
〇
）。K

asper D
ziurdź/Frank Pötgens, Cross-

Border  Short-T
erm

 Em
ploym

ent, Bulletin for International T
axation, V

ol.（8 N
o.8, at （05, 201（.

（
8
）　

当
該
規
定
に
よ
り
、
デ
ジ
タ
ル
ノ
マ
ド
の
二
重
非
課
税
が
生
ず
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
長
戸
貴
之
「
人
の
可
動
性
と
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租
税
法
―
―
序
論
的
考
察
」
中
里
実
ほ
か
執
筆
『
ト
ラ
ス
ト
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
叢
書
9（
金
融
取
引
と
課
税
（
（
）』
一
三
一
、
一
四

七
―
一
四
八
頁
（
公
益
財
団
法
人
ト
ラ
ス
ト
未
来
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
二
〇
二
四
）。

（
9
）　O

ECD
, M

odel T
ax Convention on Incom

e and on Capital: Condensed V
ersion 201（, O

ECD
 Publishing, 201（, 

Com
m

entary, A
rt.15, paras.3-（. 

水
野
忠
恒
監
修
『
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約　

２
０
１
７
年
版　

簡
略
版
』（
公
益
社
団
法
人
日

本
租
税
研
究
協
会
・
二
〇
一
九
）。

（
10
）　Svetislav V

. K
ostić, In Search of the D

igital N
om

ad – Rethinking the T
axation of Em

ploym
ent Incom

e under 
T

ax T
reaties, W

orld T
ax Journal, V

ol.11, N
o.（, at 19（, 2019.

（
11
）　

国
際
的
税
源
配
分
に
お
け
る
恒
久
的
施
設
概
念
の
役
割
と
そ
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
吉
村
典
久
「
国
際
租
税
法
に
お
け
る
恒
久
的
施

設
概
念
（P.E.

）
に
関
す
る
若
干
の
考
察
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
〇
七
五
号
四
七
頁
（
一
九
九
五
）。

（
12
）　Svetislav V

. K
ostić, supra note 10, at 191. 

本
論
文
は
、
雇
用
主
、
従
業
員
、
雇
用
と
い
う
概
念
が
捉
え
に
く
く
な
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
モ
デ
ル
条
約
の
見
直
し
を
提
言
す
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
モ
デ
ル
租
税
条
約
一
五
条
二
項
と
七
条
の
根
底
に
あ
る
原
則
と
の
間
に
は
、

直
接
的
な
関
係
が
あ
る
こ
と
に
つ
き
、O
ECD

, supra note 9, para.8.

（
13
）　D

ziurdź/Pötgens, supra note （, at （1（.

（
1（
）　O

ECD
, T

ackling the Coronavirus 
（Covid-19

）: U
pdated guidance on tax treaties and the im

pact of the 
CO

V
ID

-19 pandem
ic, 2 1 January 2021; Christian Schw

artz, T
axation of Rem

ote W
orkers – Is the A

llocation of 
T

axation Rights in Line w
ith the Benefit Principle?, W

orld T
ax Journal, V

ol.15, N
o.（, at （21, （2（, 2023.

（
15
）　O

ECD
, supra note 1（, at 2; Schw

artz, supra note 1（, at （2（.

（
1（
）　O

ECD
, supra note 1（, at 8; Schw

artz, supra note 1（, at （2（.

（
1（
）　O

ECD
, supra note 1（, at 15.

（
18
）　O
ECD

, supra note 1（, at 1（.

（
19
）　O

ECD
, supra note 1（, at 18.

（
20
）　

村
井
正
「
第
2
章
第
3
節　

Ｅ
Ｕ
域
内
のlabour m

obility

と
Ｅ
Ｕ
税
法
」
村
井
正
・
岩
田
一
政
共
著
『
Ｅ
Ｕ
通
貨
統
合
と
税

制
・
資
本
市
場
へ
の
影
響
』
一
一
七
頁
（
社
団
法
人
日
本
租
税
研
究
協
会
・
二
〇
〇
〇
）（
初
出
「
労
働
者
の
域
内
自
由
移
動
と
Ｅ
Ｃ
租
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税
法
―
―
制
限
納
税
義
務
の
差
別
判
例
を
中
心
と
し
て
―
―
」
関
西
大
学
法
学
研
究
所
研
究
叢
書
第
七
冊
五
一
頁
（
一
九
九
一
））。

（
21
）　

山
根
裕
子
『
新
版
Ｅ
Ｕ
／
Ｅ
Ｃ
法
―
―
欧
州
連
合
の
基
礎
』
二
〇
一
頁
（
有
信
堂
高
文
社
・
一
九
九
五
）。

（
22
）　EU

, Regulation 

（EEC

） N
o 1（12/（8 of the Council of 1 5 O

ctober 19（8 on freedom
 of m

ovem
ent for w

orkers 
w

ithin the Com
m

unity, O
J L 25（/2, at （（5, 19.10.19（8.

（
23
）　EU

, Regulation

（EEC

） No 1（08/（1 of the Council of 1 （ June 19（1 on the application of social security schem
es 

to em
ployed persons and their fam

ilies m
oving w

ithin the Com
m

unity, O
J L 1（9/2, at （1（, 5. （. 19（1.

（
2（
）　Proposal for a Council D

irective concerning the H
arm

onization of Incom
e T

axation Provisions w
ith respect to 

Freedom
 of M

ovem
ent for w

orkers w
ithin the Com

m
unity, CO

M

（（ 9

） final, 13. 12. 19（9.

（
25
）　

村
井
・
前
掲
注（
20
）一
一
八
、
一
二
五
―
一
三
二
頁
。

（
2（
）　EU

, Recom
m

endation of 21  D
ecem

ber 1993 on taxation of non-residents, 199（ O
J L 39.

（
2（
）　

フ
ラ
ン
ツ
・
バ
ニ
ス
テ
ン
デ
ー
ル
「
欧
州
所
得
課
税
統
合
へ
の
方
途
」（
宮
本
十
至
子
・
村
井
正
共
訳
）
税
研
九
一
号
一
四
―
二
二

頁
（
二
〇
〇
〇
）。

（
28
）　Judgm

ent of the Court of 8  M
ay 1990, Biehl v A

dm
inistration des contributions, C-1（5/88, EU

:C:1990:18（. 
Peter J. W

attel, et al., European T
ax Law

, 8th Edition; V
olum

e I, at 5（9, K
luw

er Law
 International, 2022.

当
該
事
件

概
要
を
紹
介
し
た
邦
文
献
と
し
て
、
谷
口
勢
津
夫
「
Ｅ
Ｃ
に
お
け
るT

ax H
arm

onization

の
動
向
」
水
野
忠
恒
編
著
『
二
訂
版　

国

際
課
税
の
理
論
と
課
題
』
二
九
五
、
三
〇
六
頁
以
下
（
税
務
経
理
協
会
・
二
〇
一
八
）、
高
塚
一
「
Ｅ
Ｃ
法
と
課
税
国
税
法
（
Ｅ
Ｕ
）
～

加
盟
国
税
制
に
対
す
る
Ｅ
Ｃ
法
の
規
制
～
」
Ｊ
Ｅ
Ｔ
Ｒ
Ｏ
ユ
ー
ロ
ト
レ
ン
ド
五
一
号
二
頁
以
下
（
二
〇
〇
二
）。

（
29
）　Judgm

ent of the Court of 28  January 1992, Bachm
ann v Belgian State, C-20（/90, EU

:C:1992:35. W
attel, et al., 

supra note 28, at 830.

当
該
事
件
を
紹
介
し
た
邦
文
献
と
し
て
、
宮
本
十
至
子
「
人
の
国
際
的
移
動
（labour m

obility

）
に
伴
う
企

業
年
金
掛
金
の
課
税
問
題
」
第
二
二
回
日
税
研
究
賞
入
選
論
文
集
五
〇
―
五
三
頁
、
四
一
―
六
六
頁
（
一
九
九
九
）。

（
30
）　Judgm

ent of the Court of 1（  February 1995, Finanzam
t K

öln-A
ltstadt v Schum

acker, C-2（9/93, EU
:C:1995:31. 

W
attel, et al., supra note 28, at 85（.

当
該
事
件
概
要
を
紹
介
し
た
邦
文
献
と
し
て
、
Ｍ
．
ヘ
ル
デ
ー
ゲ
ン
（
中
村
匡
志
訳
）『
Ｅ
Ｕ

法
』
二
四
八
頁
（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
三
）。
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（
31
）　H

anna Litw
inczuk, T

axation of cross-border w
orkers and EC tax, M

anfred M
össner ed., T

axation of w
orkers 

in Europe: 2008 EA
T

LP Congress, Cam
bridge: 10-12 July 2008, EA

T
LP international tax series V

ol.（, （9, 2010.
（
32
）　O

pinion of A
dvocate General LÉGER, in Schum

acker （C-2（9/93

）, ECLI: EU
:C: 199（: 391.

（
33
）　Council D

irective （（/（99/EEC of 19  D
ecem

ber 19（（ concerning m
utual assistance by the com

petent 
authorities of the M

em
ber States in the field of direct taxation, O

J L 33（/15, 19（（.

（
3（
）　BM

F, Beschränkte und unbeschränkte Einkom
m

ensteuerpflicht-U
m

setzung des EuGH
-U

rteils vom
 1（. 2. 1995 

（Schum
acker

） im
 Rahm

en des JStG 199（, D
StR 199（, 200.

（
35
）　O

tm
ar T

höm
m

es, Germ
any, on the V

erge of adapting its Incom
e T

ax A
ct to the Requirem

ents of ECJ 
D

ecision in the Schum
acker Case, Intertax, V

ol.8-9, at （5（, 1995.

（
3（
）　Brandis/H

euerm
ann, Ertragsteuerrecht, W

erkstand: 1（2. EL Juli 202（, EStG 

§1, Rn.235-250.

（
3（
）　

長
戸
・
前
掲
注（
8
）一
三
一
、
一
三
三
頁
。O

ECD
, T

elew
orking in the CO

V
ID

-19 Pandem
ic: T

rends and Prospects, 
O

E
C

D
 Policy R

esponses to C
oronavirus 

（C
O

V
ID

-19

）, O
E

C
D

 Publishing, Paris, 2021, https://doi.
org/10.1 （8（/（2a（1（b（-en.

（
38
）　Liz Chien, Rem

ote W
orkers: Problem

 or O
pportunity for T

ax Policym
akers?, O

ECD
 International, Journal 

A
rticles &

 O
pinion Pieces, IBFD

.

（
39
）　

長
戸
・
前
掲
注（
8
）一
四
六
頁
。
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
デ
ジ
タ
ル
ノ
マ
ド
ビ
ザ
の
発
行
可
能
性
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

（
（0
）　Eurofound, T

he rise in telew
ork: Im

pact on w
orking conditions and regulations, Publications O

ffice of the 
European U

nion, Luxem
bourg, at （-8, 2022, https://w

w
w

.eurofound.europa.eu/en/publications/2022/rise-telew
ork-

im
pact-w

orking-conditions-and-regulations, last visited January 5, 2025.

（
（1
）　

自
宅
と
雇
用
主
（
オ
フ
ィ
ス
）
の
あ
る
州
が
分
か
れ
て
い
る
場
合
、
従
来
、
オ
フ
ィ
ス
所
在
地
州
が
そ
こ
で
の
労
務
提
供
か
ら
の
所

得
に
つ
い
て
一
次
的
課
税
権
を
有
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
増
加
に
よ
り
、
多
く
の
労
務
が
自
宅
所

在
地
州
か
ら
提
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
オ
フ
ィ
ス
所
在
地
州
は
多
く
の
税
収
を
失
う
可
能
性
が
生
じ
た
。
例
え
ば
、
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ

ツ
州
の
よ
う
に
雇
用
主
所
在
地
州
基
準
で
の
課
税
権
強
化
（
防
衛
）
を
図
る
な
ど
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
増
加
に
よ
る
個
人
の
労
働
に
関
す
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国境を跨ぐ個人の移動と所得課税　序説

る
州
間
の
課
税
権
配
分
問
題
が
生
じ
た
。
長
戸
・
前
掲
注（
8
）一
三
三
頁
、
坂
巻
綾
望
「
米
国
州
所
得
税
の
過
去
、
現
在
、
未
来
―
―
①

リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
と
②
課
税
の
繰
延
べ
―
―
」
租
税
研
究
八
九
五
号
二
四
頁
（
二
〇
二
四
）。

（
（2
）　K

atia C
ejie, N

ew
 Problem

s C
aused by the C

O
V

ID
-19 Pandem

ic-Incom
e T

axes and Social Security 
Contributions （A

n O
verview

）, European T
axation, V

ol.（1, N
o.5, at 185, 2021.

（
（3
）　

例
え
ば
、T

he European Econom
ic and Social Com

m
ittee, ow

n initiative opinion ECO
/585 of 13  July 2022 on 

“T
axation of cross-border telew

orkers and their em
ployers”; the Interparliam

entary Conference on Stability, 
Econom

ic Coordination and Governance in the EU
, Co-organised by the European Parliam

ent and the Sw
edish 

Riksdag of 28  February 2023 on “Rem
ote W

orking in the EU
 - Fiscal Challenges”; a conference organised by D

G 
REGIO

 m
id-January 2023 on “V

ibrant Cross-border Labour M
arkets”; a public hearing organised by the FISC 

Com
m

ittee of the European Parliam
ent on “T

ax Challenges of Cross-border telew
orking” of 9  January 2023; a 

num
ber of w

ritten questions of M
em

ber of the European Parliam
ent to the Com

m
ission, e.g. E-00098（/2023, 

E-0028（5/2022, E-002220/2022. T
he Com

m
ission on T

axation of the International Cham
ber of Com

m
erce 

（ICC

） 
issued a paper in Septem

ber 2021 on “T
ax Reform

 for Rem
ote W

orking A
broad”. Finally, the O

ECD
 has included 

the issue of global m
obility of w

orkers into its W
ork Program

m
e and w

ill offi
cially start w

orking on it as form
 

autum
n 2023.

（
（（
）　International Cham

ber of T
axation, Com

m
ission on T

axation, T
ax Reform

 for Rem
ote W

orking A
broad, 3, 

Septem
ber 2021.

（
（5
）　CO
U

N
CIL D

IRECT
IV

E 

（EU

） 201（/1852 of 10  O
ctober 201（ on tax dispute resolution m

echanism
s in the 

European U
nion, O

J L 2（5/1, 1（. 10. 201（.

当
該
指
令
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
石
渡
智
大
「
租
税
条
約
に
お
け
る
仲
裁
手
続
に

つ
い
て
―
―
制
度
の
導
入
拡
大
及
び
実
施
の
観
点
か
ら
の
検
討
」
税
大
論
叢
一
〇
四
号
一
一
一
、
二
〇
一
頁
（
二
〇
一
一
）。

（
（（
）　European Com

m
ission, CO

M
M

ISSIO
N

 EX
PERT

 GRO
U

P “PLA
T

FO
RM

 FO
R T

A
X

 GO
O

D
 GO

V
ERN

A
N

CE”, 
T

A
X

 IN
 A

N
 IN

CREA
SIN

GLY
 M

O
BILE W

O
RK

IN
G EN

V
IRO

N
M

EN
T

: CH
A

LLEN
GES A

N
D

 O
PPO

RT
U

N
IT

IE, 
M

eeting of T
hursday, （  O

ctober 2021.

欧
州
委
員
会
で
は
「telew

orking

」
と
い
う
用
語
を
使
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
リ
モ



138

法学研究 98 巻 1 号（2025：1）

ー
ト
ワ
ー
ク
」
と
す
る
。

（
（（
）　Germ

any-Luxem
bourg Incom

e and Capital T
ax T

reaty, A
rt.1（, 1a.

（
（8
）　France-Sw

itzerland Incom
e and Capital T

ax T
reaty, Protocol to the 19（（ T

reaty

（2023

）, A
rticle （  and 10.

（
（9
）　A

ustria-Germ
any Protocol to the 2000 T

reaty （2023

）, A
rticle IX

.
（
50
）　

モ
バ
イ
ル
・
ワ
ー
カ
ー
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
シ
ョ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、Luca Cerioni, Rem

oving Cross-Border T
ax O

bstacles 
for EU

 Citizens: Feasibility of a Far-Reaching O
ne-Stop-Shop Regim

e for M
obile W

orkers and Investors, European 
T

axation, V
ol.53, N

o.5, at 19（, 2013.

（
51
）　European Parliam

ent, T
ax challenges of cross-border telew

orking, 2022. https://w
w

w
.europarl.europa.eu/

cm
sdata/2（1（0（/EPRS_T

ax%
20challenges%

20of%
20cross-border%

20telew
orking.pdf

（
52
）　Lind Y

vette, Com
pensation Regim

es – A
n Innovative T

ax T
reaty Provision W

hen A
pplied T

o Cross-Border 
Regions 

（January 1, 2019
）. U

CPH
 Fiscal Relations Law

 Journal 

（FIRE Journal

） nr 1  2019, at 1, available at SSRN
: 

https://ssrn.com
/abstract=3（（9138, last visited January 5, 2025.

（
53
）　France-Germ

any Incom
e and Capital T

ax T
reaty 

（1959

） （as am
ended through 2015

）, A
rticle 13a; Germ

any-
Sw

itzerland  Incom
e and Capital T

ax T
reaty （19（1

）（as am
ended through 2010

）, A
rticle 15A

.

（
5（
）　

な
お
、
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
は
、
ホ
ー
ム
オ
フ
ィ
ス
の
恒
久
的
施
設
（
Ｐ
Ｅ
）
該
当
性
の
検
討
も
必
要
で
あ
る
。
宮
本

十
至
子
「
越
境
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
ホ
ー
ム
オ
フ
ィ
ス
の
恒
久
的
施
設
該
当
性
」
税
研
二
三
九
号
一
六
頁
（
二
〇
二
五
）。


